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(57)【要約】
【課題】遊技機本体に対する操作ユニットの着脱操作を
容易に行うことが可能な遊技機を提供する。
【解決手段】遊技者が操作可能な操作手段４２を有する
操作ユニット４４を、遊技機本体の前側の操作ユニット
装着部に着脱自在に装着した遊技機で、操作ユニット４
４に、ユニット側コネクタ１３５を備えた中継基板１３
２と、この中継基板１３２以外の複数の電子部品（回転
駆動手段９１、内部発光基板９８等）とを設け、それら
複数の電子部品から夫々引き出された複数のユニット側
ハーネスを中継基板１３２で例えば１つのユニット側コ
ネクタ１３５に集約し、ユニット側コネクタ１３５に遊
技機本体側の本体側ハーネス７４を接続する。また、遊
技機本体側に、本体側ハーネス７４を操作ユニット装着
部に対する操作ユニット４４の着脱方向と異なる方向に
案内するハーネス案内部８９を設けてもよい。
【選択図】図１９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技者が操作可能な操作手段を有する操作ユニットを、遊技機本体の前側の操作ユニッ
ト装着部に着脱自在に装着した
　遊技機において、
　前記操作ユニットに、ユニット側コネクタを備えた中継基板と、該中継基板以外の複数
の電子部品とを設け、
　前記複数の電子部品から夫々引き出された複数のユニット側ハーネスを前記中継基板で
前記ユニット側コネクタに集約し、該ユニット側コネクタに前記遊技機本体側の本体側ハ
ーネスを接続した
　ことを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記ユニット側コネクタを１つとした
　ことを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記遊技機本体側に、前記本体側ハーネスを前記操作ユニット装着部に対する前記操作
ユニットの着脱方向と異なる方向に案内するハーネス案内部を設けた
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記複数の電子部品は、前記操作手段が操作されたことを検出するための検出スイッチ
を含む
　ことを特徴とする請求項１～３の何れかに記載の遊技機。
【請求項５】
　前記複数の電子部品は、前記操作手段を振動させるための振動手段を含む
　ことを特徴とする請求項１～４の何れかに記載の遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機等の遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えばパチンコ機等の遊技機では、遊技者の遊技への関与意識を高めて興趣を増大させ
るため、発射ハンドル等とは別に押しボタン式、その他の操作手段を設け、図柄変動中等
の操作有効期間中に遊技者がその操作手段を一回押し、連打、長押し等の所定操作条件を
満たすように操作した場合に所定の操作時演出を行うように構成したものが一般的である
（例えば特許文献１）。
　このような操作手段は、興奮した遊技者によって乱暴に操作される場合があることから
、他の部分に比べて故障、損傷等が生じやすい。従って、そのような故障等が生じた場合
に容易に部品交換等による対応が可能なように、操作手段をユニット化し、その操作ユニ
ットを遊技機本体の前側に着脱可能に装着したものが多い。また操作ユニットには、操作
手段が操作されたことを検出するための検出スイッチだけでなく、ＬＥＤ基板、振動手段
等の各種電子部品が搭載される傾向にある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１６２３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　操作ユニットを遊技機本体に対して着脱する際には、操作ユニット側と遊技機本体側と
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を接続するハーネスの挿脱操作も必要であるが、操作ユニット側に複数の電子部品が搭載
されている場合には、その電子部品の数だけハーネスの挿脱操作を行う必要があるため、
作業が非常に煩雑になる問題があった。
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、遊技機本体に対する操作ユニットの着
脱操作を容易に行うことが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、遊技者が操作可能な操作手段４２を有する操作ユニット４４を、遊技機本体
１の前側の操作ユニット装着部４５に着脱自在に装着した遊技機において、前記操作ユニ
ット４４に、ユニット側コネクタ１３５を備えた中継基板１３２と、該中継基板１３２以
外の複数の電子部品９１，９４，９８，１３１ａ，１３１ｂ，１５３，１６６ａ，１６６
ｂとを設け、前記複数の電子部品９１，９４，９８，１３１ａ，１３１ｂ，１５３，１６
６ａ，１６６ｂから夫々引き出された複数のユニット側ハーネスを前記中継基板１３２で
前記ユニット側コネクタ１３５に集約し、該ユニット側コネクタ１３５に前記遊技機本体
１側の本体側ハーネス７４を接続したものである。
　前記ユニット側コネクタ１３５は１つであることが望ましい。また、前記遊技機本体１
側に、前記本体側ハーネス７４を前記操作ユニット装着部４５に対する前記操作ユニット
４４の着脱方向と異なる方向に案内するハーネス案内部８９を設けてもよい。
　また、遊技領域５ａに向けて遊技球を発射可能な発射手段７と、前記発射手段７に供給
するための遊技球を貯留する球貯留手段３８とを備え、前記操作ユニット４４に対する左
右方向の一方側に前記球貯留手段３８を、他方側に前記中継基板１３２を夫々配置しても
よい。
　また、前記複数の電子部品が、前記操作手段４２が操作されたことを検出するための検
出スイッチ１５３を含む構成としてもよいし、前記操作手段４２を振動させるための振動
手段９４を含む構成としてもよい。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、遊技機本体に対する操作ユニットの着脱操作を容易に行うことが可能
である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るパチンコ機の全体正面図である。
【図２】同パチンコ機の前扉の裏面図及び内枠の正面図である。
【図３】同パチンコ機の前扉の平面断面図である。
【図４】同パチンコ機の扉ベース、操作ユニット支持手段及び扉中継基板の正面図である
。
【図５】同パチンコ機の前扉の要部分解斜視図である。
【図６】同パチンコ機の前扉の要部分解斜視図である。
【図７】同パチンコ機の前扉の要部平面断面図である。
【図８】同パチンコ機の操作ユニット装着部及びその近傍の斜視図である。
【図９】同パチンコ機の前扉で右カバーを取り外した状態の平面断面図である。
【図１０】同パチンコ機の前扉で右カバー、演出ボタンカバー及び左カバーを取り外した
状態の平面断面図である。
【図１１】同パチンコ機の前扉で右カバー、演出ボタンカバー、左カバー及び操作ユニッ
トを取り外した状態の平面断面図である。
【図１２】同パチンコ機の操作ユニットの分解斜視図である。
【図１３】同パチンコ機の操作ユニットを構成する可動演出手段の分解斜視図である。
【図１４】同パチンコ機の操作ユニットを構成するベースフレーム等の分解斜視図である
。
【図１５】同パチンコ機の操作ユニットを構成する演出ボタンベースの分解斜視図である
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。
【図１６】同パチンコ機の操作ユニットの側面断面図である。
【図１７】同パチンコ機の操作ユニットの背面図である。
【図１８】同パチンコ機の操作ユニット装着開始時の状態を示す操作ユニット装着部及び
その近傍の側面断面図である。
【図１９】同パチンコ機の前扉の要部正面断面図である。
【図２０】同パチンコ機の前扉の要部側面断面図である。
【図２１】同パチンコ機の操作ユニットの固定状態を示す分解斜視図である。
【図２２】同パチンコ機の制御系のブロック図である。
【図２３】同パチンコ機の振動演出における振動パターンを示すタイムチャートである。
【図２４】同パチンコ機のボタン振動演出における振動パターンを示すタイムチャートで
ある。
【図２５】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ機の前扉の要部分解斜視図である。
【図２６】同パチンコ機の前扉の要部平面断面図である。
【図２７】本発明の第３の実施形態に係るパチンコ機の操作ユニット装着時の状態を示す
説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図２４は本発明をパチンコ
機に採用した第１の実施形態を例示している。図１及び図２において、遊技機本体１は、
矩形状の外枠２と、この外枠２の前側に左右一側、例えば左側のヒンジ３により開閉自在
に枢着された内枠４とを備えている。
【０００９】
　内枠４の前面側には、その上部側に遊技盤５を装着するための遊技盤装着枠６等が、下
部側に発射手段７、下部スピーカ３６ａ等が夫々配置されると共に、それらの前側を覆う
前扉８がヒンジ３と同じ側のヒンジ９により開閉自在に枢着されている。
【００１０】
　発射手段７は、図２に示すように、板金製の支持板１１と、この支持板１１の前面に装
着された発射レール１２と、支持板１１の前面に装着され且つ発射用の遊技球を発射レー
ル１２上に保持する球保持部１３と、支持板１１の前面で前後方向の駆動軸１４廻りに揺
動自在に支持された打撃槌１５と、支持板１１の裏側に装着され且つ打撃槌１５を駆動軸
１４を介して打撃方向に駆動するロータリソレノイド等の発射駆動手段１６とを備え、前
扉８側の発射ハンドル１７が回転方向に操作されたときに、その操作量に応じた速度で発
射駆動手段１６により打撃槌１５を打撃方向（時計廻り）に連続的に駆動するようになっ
ている。これにより、発射レール１２上に１個ずつ供給される遊技球が発射レール１２に
沿って発射ハンドル１７による操作量に応じた発射強度で遊技盤５の遊技領域５ａに向け
て発射される。
【００１１】
　遊技盤５は、例えば前扉８を開放した状態で遊技盤装着枠６に対して前側から装着され
、１又は複数の固定具１８により着脱自在に固定されている。遊技盤５の前面側には、発
射手段７によって発射された遊技球を案内するガイドレール２１が環状に装着されると共
に、そのガイドレール２１の内側の遊技領域５ａに、センターケース２２、普通図柄始動
手段２３、特別図柄始動手段２４、大入賞手段２５、普通入賞手段２６等の各種遊技部品
が配置されている。
【００１２】
　センターケース２２には、液晶式等の画像表示手段２７の他、普通図柄表示手段２８、
特別図柄表示手段２９、普通保留個数表示手段３０等が設けられている。画像表示手段２
７は、演出図柄表示手段３１、特別保留個数表示手段３２、操作誘導表示手段３３ａ、カ
ウントダウン表示手段３３ｂ（図２３）等を構成している。
【００１３】
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　普通図柄始動手段２３は、普通図柄表示手段２８による図柄変動を開始させるためのも
ので、遊技球が通過可能な通過ゲートにより構成され、例えばセンターケース２２の左側
に配置されており、遊技球の通過を検出可能な遊技球検出手段（図示省略）を備えている
。
【００１４】
　普通図柄表示手段２８は、普通図柄を変動表示するためのもので、複数個の普通図柄（
例えば「○」「×」の２種類）に対応する複数個の発光体（例えばＬＥＤ）を備え、普通
図柄始動手段２３が遊技球を検出することに基づいてそれら複数の発光体が所定順序で発
光するように点滅して、普通図柄始動手段２３による遊技球検出時に取得された普通乱数
情報に含まれる当たり判定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致する場合には当た
り態様（所定態様）に対応する例えば「○」側の発光体が点灯し、それ以外の場合には外
れ態様に対応する例えば「×」側の発光体が点灯して停止する。
【００１５】
　なお、普通図柄始動手段２３による遊技球検出時に取得された普通乱数情報は、予め定
められた上限保留個数、例えば４個を限度として記憶され、普通図柄表示手段２８による
図柄変動が開始される毎に順次消化される。普通乱数情報の記憶個数（普通保留個数）は
普通保留個数表示手段３０によって遊技者に報知される。
【００１６】
　特別図柄始動手段２４は、特別図柄表示手段２９による図柄変動を開始させるためのも
ので、例えば上下２つの始動入賞手段２４ａ，２４ｂと、下始動入賞手段２４ｂを開閉す
る開閉手段３４と、始動入賞手段２４ａ，２４ｂに入賞した遊技球を夫々検出する遊技球
検出手段（図示省略）とを備え、例えばセンターケース２２の下側に配置されている。上
始動入賞手段２４ａは開閉手段等を有しない非開閉式入賞口である。下始動入賞手段２４
ｂは、開閉手段３４により遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能（又は開状態よりも入
賞困難）な閉状態とに切り換え可能な開閉式入賞口で、普通図柄表示手段２８の変動後の
停止図柄が当たり態様となった場合に発生する普通利益状態において、開閉手段３４が所
定時間閉状態から開状態に変化するように構成されている。
【００１７】
　特別図柄表示手段２９は、特別図柄を変動表示するためのもので、１個又は複数個、例
えば１個の特別図柄を変動表示可能な７セグメント式等の表示手段により構成されており
、特別図柄始動手段２４が遊技球を検出すること、即ち上下２つの始動入賞手段２４ａ，
２４ｂの何れかに遊技球が入賞することを条件に特別図柄を所定時間変動表示して、始動
入賞手段２４ａ，２４ｂへの入賞時に取得された特別乱数情報に含まれる大当たり判定乱
数値が予め定められた大当たり判定値と一致する場合には所定の大当たり態様（特定態様
）で、それ以外の場合には外れ態様で停止するようになっている。
【００１８】
　特別図柄には、例えば大当たり態様及び外れ態様が夫々１又は複数種類ずつ設けられて
いる。それら各態様には夫々数字図柄等を割り当ててもよいし、遊技者がその特別図柄の
種類を容易に区別できないように、任意の線や点の組み合わせのような特別な意味を持た
ない図柄を割り当ててもよい。
【００１９】
　なお、特別図柄始動手段２４への遊技球入賞時に取得された特別乱数情報は、予め定め
られた上限保留個数、例えば４個を限度として記憶され、特別図柄表示手段２９による図
柄変動が開始される毎に順次消化される。特別乱数情報の記憶個数（特別保留個数）は、
例えば特別保留個数表示手段３２によって遊技者に報知される。
【００２０】
　大入賞手段２５は、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに切り換え可能
な開閉板２５ａを備えた開閉式入賞手段で、特別図柄表示手段２９の変動後の停止図柄が
大当たり態様となった場合に発生する特別利益状態において、開閉板２５ａが所定の開放
パターンに従って前側に開放して、その上に落下した遊技球を内部へと入賞させるように
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なっている。
【００２１】
　演出図柄表示手段３１は、例えば特別図柄表示手段２９による特別図柄の変動表示と並
行して演出図柄を変動表示するもので、１個又は複数個、例えば左右方向に３個の演出図
柄を例えば各種の演出画像と共に画像表示手段２７の表示画面２７ａに変動表示可能に構
成されており、特別図柄始動手段２４が遊技球を検出した場合、即ち上下２つの始動入賞
手段２４ａ，２４ｂの何れかに遊技球が入賞した場合に、例えば特別図柄の変動開始と同
時に複数種類の変動パターンの何れかに従って演出図柄の変動を開始すると共に、特別図
柄の変動停止と同時に最終停止するように、演出図柄を左、右、中等の所定の順序で停止
させるようになっている。なお本実施形態では、特別図柄が大当たり態様で停止する場合
には演出図柄は例えばぞろ目の大当たり演出態様で停止し、特別図柄が外れ態様で停止す
る場合には演出図柄は例えば非ぞろ目の外れ演出態様で停止する。また演出図柄の変動パ
ターンには、リーチ状態を経ることなく外れ演出態様となるリーチなし通常変動パターン
と、リーチ状態を経て外れ演出態様又は大当たり演出態様となるリーチ変動パターンとが
ある。
【００２２】
　前扉８には、遊技領域５ａの前側に対応して窓孔３５が形成され、例えばその窓孔３５
の周囲に複数の上部スピーカ３６ｂ、送風演出装置３７等の演出手段が配置されている。
また前扉８の下部側には、図１，図３に示すように、例えば向かって左寄りの位置に、払
い出し手段（図示省略）から払い出された遊技球を貯留して発射手段７に供給する上皿（
球貯留手段）３８が配置され、更にその上皿３８の下側には、上皿３８が満杯のときの余
剰球等を貯留する下皿３９が左端側に、発射ハンドル１７が右端側に夫々配置されている
。
【００２３】
　また前扉８の前面側には、窓孔３５の周囲を前側から略覆う上装飾カバー４０と、上皿
３８、下皿３９等を前側から略覆う下装飾カバー４１とが装着されており、前扉８の背面
側には、窓孔３５を後側から略塞ぐガラスユニット３５ａが着脱自在に装着されている。
下装飾カバー４１上には、例えば上皿３８の前側の左右方向略中央に遊技者が操作可能な
演出ボタン（操作手段）４２が、その左右に十字キー４３ａと球貸し操作部４３ｂとが夫
々配置されている。演出ボタン４２は、操作ユニット装着部４５（図１１等）に着脱自在
に装着される操作ユニット４４（図５等）に設けられている。
【００２４】
　また発射ハンドル１７は、発射ハンドル装着部４６（図４～図６等）に着脱自在に装着
される発射ハンドルユニット４７に設けられている。発射ハンドルユニット４７は、図６
等に示すように、略前後方向の軸廻りに回転操作可能な操作レバー１７ａを有する発射ハ
ンドル１７と、その発射ハンドル１７の後側に突設された例えば略円筒状の胴体部４７ａ
と、胴体部４７ａの後端側に設けられた複数、例えば４つのねじ止め基部４８とを備えて
いる。ねじ止め基部４８には、例えば胴体部４７ａの後端部よりも後側に突出する例えば
２つのねじ止め基部４８ａと、それ以外の例えば２つのねじ止め基部４８ｂとが存在する
。
【００２５】
　以下、前扉８について、操作ユニット４４及び発射ハンドルユニット４７の取付構造を
中心に更に詳しく説明し、また操作ユニット４４の構造についても詳述する。
【００２６】
　前扉８は、図２～図４等に示すように窓孔３５が形成された樹脂製の扉ベース５１を備
え、この扉ベース５１の前面側に、上装飾カバー４０、上皿３８、下皿３９、操作ユニッ
ト４４、発射ハンドルユニット４７、下装飾カバー４１の他、操作ユニット４４を支持す
る操作ユニット支持手段（第１振動伝達手段）５２が直接的又は間接的に装着されている
。また、扉ベース５１の背面側には、ガラスユニット３５ａの他、ヒンジ端側補強板金５
３、開閉端側補強板金５４、下部補強板金（第２振動伝達手段）５５、球送りユニット５
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６、下皿案内ユニット５７等が装着されている。
【００２７】
　ヒンジ端側補強板金５３は、前扉８におけるヒンジ９側の縁部を補強するためのもので
、上下方向の細長状に形成され、扉ベース５１のヒンジ９側縁部に沿ってその裏側に着脱
自在に固定されている。開閉端側補強板金５４は、前扉８における開閉端側の縁部を補強
するためのもので、上下方向の細長状に形成され、扉ベース５１の開閉端側縁部に沿って
その裏側に着脱自在に固定されている。開閉端側補強板金５４には、例えばキー操作によ
り内枠４に対する前扉８の解錠及び外枠２に対する内枠４の解錠を行うための施錠操作装
置５８が取り付けられている。
【００２８】
　下部補強板金５５は、窓孔３５の下側の左端側から右端側に対応して扉ベース５１の裏
側に沿って配置され、扉ベース５１に対して一又は複数箇所でねじ止めにより固定されて
いる。下部補強板金５５には、図２，図６等に示すように、例えば開閉端側の端部近傍に
、発射ハンドル装着部４６を構成する発射ハンドル固定部５５ａを例えば一体に備えてい
る。発射ハンドル固定部５５ａは、発射ハンドルユニット４７の後端側を固定するための
もので、その前面が例えば左右方向の外側斜め前方を向くように傾斜状に設けられており
、発射ハンドルユニット４７側のねじ止め基部４８ａに対応する例えば２つのねじ止め孔
５９ａと、同じく発射ハンドルユニット４７側のねじ止め基部４８ｂに対応する例えば２
つのねじ通過孔５９ｂとが設けられている。
【００２９】
　また下部補強板金５５には、下部スピーカ３６ａの前側に対応する音声出力用開口部６
０ａ、上皿３８の後側に対応する発射球供給用開口部６０ｂ、下皿３９等の後側に対応す
る下皿排出用開口部６０ｃ等の複数の開口部が形成されている。
【００３０】
　球送りユニット５６は、上皿３８内の遊技球を１個ずつ発射レール１２上に供給するた
めのもので、発射手段７による発射動作と同期して動作するようになっており、図２，図
３に示すように発射手段７の前側に対応して下部補強板金５５の後側に着脱自在に固定さ
れている。下皿案内ユニット５７は、上皿３８が満杯となったときの余剰球、及び発射手
段７により発射されたにも拘わらず遊技領域５ａに達することなく戻ってきたファール球
を下皿３９に案内するためのもので、図２，図３に示すように例えば球送りユニット５６
に隣接してそのヒンジ９側に配置され、下部補強板金５５の後側に着脱自在に固定されて
いる。
【００３１】
　扉ベース５１には、図５，図６等に示すように、下部補強板金５５側の音声出力用開口
部６０ａ、発射球供給用開口部６０ｂ、下皿排出用開口部６０ｃに対応する音声出力用開
口部６１ａ、発射球供給用開口部６１ｂ、下皿排出用開口部６１ｃの他、支持板金挿通用
開口部６２、発射ハンドル支持部６３等が設けられている。
【００３２】
　扉ベース５１の前側には、図４等に示すように、上皿３８を形成する樹脂製の上皿ユニ
ット（樹脂部材）６４が、発射球供給用開口部６１ｂの前側に対応して左右方向のヒンジ
９側（左側）に配置され、例えば図７に示すように下部補強板金５５の後側から扉ベース
５１を挟んで固定ねじ（第２固定ねじ）６４ｂによりねじ止めすることにより、下部補強
板金５５と扉ベース５１とに対して着脱自在に固定されている。このとき、上皿ユニット
６４側のねじ止め基部（第２ねじ止め基部）６４ａは、その後端側が例えば扉ベース５１
の前面側に略当接しており、少なくとも下部補強板金５５側のねじ止め孔（第２ねじ止め
孔）６４ｃには挿入されていない。また上皿ユニット６４の下側には、図４に示すように
ヒンジ９側端部近傍に扉中継基板６５が配置され、例えば扉ベース５１に対してねじ止め
等により固定されている。
【００３３】
　発射ハンドル支持部６３は、発射ハンドル固定部５５ａと共に発射ハンドル装着部４６
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を構成するもので、図６，図７等に示すように、発射ハンドル固定部５５ａの前側に対応
して扉ベース５１に形成された貫通孔６３ａと、この貫通孔６３ａの外周に沿って略前向
き突出状に形成された筒状部６３ｂと、発射ハンドルユニット４７の後端側を固定するた
めの固定部６３ｃとを備えている。筒状部６３ｂは、発射ハンドルユニット４７の胴体部
４７ａを支持するもので、発射ハンドル固定部５５ａに対応して左右方向の外側斜め前向
きの傾斜状に形成されている。固定部６３ｃは、発射ハンドルユニット４７側のねじ止め
基部４８ｂに対応して例えば筒状部６３ｂの後端側に配置され、例えば貫通孔６３ａの内
側に向けて一体に突設されている。
【００３４】
　発射ハンドルユニット４７は、図６，図７に示すように、胴体部４７ａが発射ハンドル
支持部６３の筒状部６３ｂの内側に前側から嵌め込まれることにより、左右方向の外側斜
め前向きに支持されている。
【００３５】
　このとき、図７に示すように、発射ハンドルユニット４７の後端側のねじ止め基部（第
１ねじ止め基部）４８ａは例えばその端面が発射ハンドル固定部５５ａの背面と略面一と
なるようにねじ止め孔（第１ねじ止め孔）５９ａに挿入され、他のねじ止め基部４８ｂは
例えばその端面が固定部６３ｃの前面側に略当接している。そして、ねじ止め基部４８ａ
は、ねじ止め孔５９ａの後側から固定ねじ（第１固定ねじ）６６ａをねじ込むことにより
下部補強板金５５の発射ハンドル固定部５５ａに固定され、ねじ止め基部４８ｂは、ねじ
通過孔５９ｂをその後側から通過して固定部６３ｃの後側から固定ねじ６６ｂをねじ込む
ことにより扉ベース５１の固定部６３ｃに固定されている。このように、発射ハンドルユ
ニット４７は、その後端部において、ねじ止め基部４８ａが下部補強板金５５に、ねじ止
め基部４８ｂが扉ベース５１に夫々固定されている。
【００３６】
　また扉ベース５１の下部前側には、上皿ユニット６４の下側に対応して操作ユニット支
持手段５２が配置されている。操作ユニット支持手段５２は、例えば板金製で、図５～図
７等に示すように、操作ユニット４４を例えばその下側から支持するための支持板６７と
、その支持板６７を例えば下部補強板金５５に固定するための第１，第２固定板６８，６
９と、支持板６７を補強するための第１，第２補強板７０ａ，７０ｂとを一体に備え、支
持板６７の上側が操作ユニット装着部４５となっている。支持板６７は例えば矩形状で、
略水平に配置されており、例えばその左右の縁部に沿って夫々第１，第２補強板７０ａ，
７０ｂが例えば略垂直に形成されている。第１，第２固定板６８，６９は共に下部補強板
金５５と平行で、例えば第１固定板６８は支持板６７の後縁側に沿って、また第２固定板
６９は第２補強板７０ｂの後縁側に沿って設けられている。
【００３７】
　操作ユニット支持手段５２は、扉ベース５１の前側から支持板金挿通用開口部６２を通
過して第１，第２固定板６８，６９の背面（第１取付面）６８ａ，６９ａを下部補強板金
５５の前面（第２取付面）５５ｂに当接させた状態で、例えば下部補強板金５５の後側か
ら固定ねじ７３を第１，第２固定板６８，６９のねじ止め部６８ｂ，６９ｂに夫々ねじ込
むことにより下部補強板金５５に固定されている。また支持板６７には、操作ユニット４
４を位置決めするための一又は複数の位置決め孔６７ａと、操作ユニット４４を固定する
ための一又は複数のねじ挿通孔６７ｂとが形成されている。
【００３８】
　操作ユニット支持手段５２と発射ハンドル支持部６３との間には樹脂製のハーネス通路
部材７５が配置されている。このハーネス通路部材７５は、操作ユニット４４と扉中継基
板６５とを接続する本体側ハーネス７４を配置するための空間を形成するためのもので、
図５～図８等に示すように扉ベース５１側（後端側）の少なくとも一部が開放した略箱形
に形成されており、操作ユニット装着部４５側（左側）が例えば上下二つの凹入部７５ａ
，７５ｂにより階段状に形成されている。下側の凹入部７５ｂには、その底壁７１ａと側
壁７１ｂとに跨がってハーネス挿通孔（挿通部）８０が形成されている。
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【００３９】
　本体側ハーネス７４は、その一端側が扉中継基板６５に接続され、他端側がハーネス通
路部材７５内を経てハーネス挿通孔８０から操作ユニット装着部４５側に引き出されてお
り、その他端側に、操作ユニット４４側に接続するための本体側コネクタ７４ａが装着さ
れている。また、例えば扉ベース５１の前面側には、本体側ハーネス７４を案内するため
のハーネス案内部８９が設けられている。ハーネス案内部８９は、ハーネス挿通孔８０に
対して例えばその後方に設けられており、このハーネス案内部（係止部）８９に本体側ハ
ーネス７４の長手方向所定部位を引っ掛けて（係止して）配線することにより、本体側ハ
ーネス７４の本体側コネクタ７４ａ側が略前後方向に案内されるようになっている。なお
、このハーネス案内部８９による本体側ハーネス７４の案内方向（前後方向）は、操作ユ
ニット４４に対する本体側ハーネス７４の挿脱方向、及び操作ユニット装着部４５に対す
る操作ユニット４４の着脱方向である上下方向（後述する）と異なっている。
【００４０】
　上皿ユニット６４、操作ユニット支持手段５２、ハーネス通路部材７５等を前側から覆
う下装飾カバー４１には、図８，図１１等に示すように、操作ユニット装着部４５に対応
して例えば上壁４１ａ側から前壁４１ｂ側に跨がるようにユニット着脱用開口部７６が形
成されており、そのユニット着脱用開口部７６を略塞ぐように演出ボタンカバー７７（図
１０等）が着脱自在に装着されている。また、下装飾カバー４１の上壁４１ａ側には、ユ
ニット着脱用開口部７６の左側の左開口部７８と右側の右開口部７９とが夫々例えばユニ
ット着脱用開口部７６と繋がった状態で形成されており、左開口部７８を略塞ぐように左
カバー７８ａ（図１０等）が、右開口部７９を略塞ぐように右カバー７９ａ（図９等）が
夫々着脱自在に装着されている。なお、左カバー７８ａには例えば十字キー４３ａが、右
カバー７９ａには例えば球貸し操作部４３ｂが設けられている。
【００４１】
　演出ボタンカバー７７は、操作ユニット４４を取り外しできないように操作ユニット装
着部４５を略閉鎖するもので、その上面側には演出ボタン４２に対応する操作ボタン用開
口部７７ａが形成されており、この操作ボタン用開口部７７ａから演出ボタン４２が押下
操作可能な状態で略上向きに露出している（図２０等）。なお図１０に示すように、左カ
バー７８ａは例えば演出ボタンカバー７７と一体に形成されている。
【００４２】
　演出ボタンカバー７７及び左カバー７８ａは、例えば右開口部７９側の縁部に設けられ
た特定被固定部８１ａを含む複数の被固定部８１において下装飾カバー４１、上皿ユニッ
ト６４等に対してねじ止めにより固定されている。特定被固定部８１ａは、図１０に示す
ように例えば上皿ユニット６４に設けられたねじ止め基部８２に対応してその上側に重な
るように配置されており、図９に示すようにその上側から固定ねじ８３をねじ止め基部８
２にねじ込むことにより上皿ユニット６４に固定されている。この固定ねじ８３は、右カ
バー７９ａを装着したときにその右カバー７９ａにより上側から覆われ、その右カバー７
９ａを取り外した状態でなければ操作することができないようになっている。なお、演出
ボタンカバー７７及び左カバー７８ａを固定している複数の固定ねじは、特定被固定部８
１ａを固定するための固定ねじ８３を除き、例えば他の部品を取り外すことなく着脱可能
である。
【００４３】
　右カバー７９ａは、被固定部８４を含む複数箇所において、扉ベース５１、下装飾カバ
ー４１等に対してねじ止めにより固定されている。被固定部８４は、前扉８の後側からね
じ止めにより扉ベース５１等に固定されるようになっている。従って、右カバー７９ａを
取り外すためには前扉８を開く必要がある。
【００４４】
　以上のように、操作ユニット４４を取り外すためには図９に示すように演出ボタンカバ
ー７７を取り外して操作ユニット装着部４５を開放する必要があるが、演出ボタンカバー
７７を取り外すためにはまず右カバー７９ａを取り外して固定ねじ８３を操作可能な状態
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にする必要があり、また右カバー７９ａを取り外すためには、キー操作により解錠して前
扉８を開く必要がある。即ち、操作ユニット４４を取り外すためには前扉８を開く必要が
あるため、例えば遊技者は操作ユニット４４を取り外すことはできない。
【００４５】
　また、操作ユニット装着部４５の周辺部、例えば前側には、操作ユニット４４の着脱時
に操作ユニット４４を案内する着脱案内部８６が設けられている。この着脱案内部８６は
、図８，図１１，図１８等に示すように例えば左右一対のリブ状（突起状）に形成され、
操作ユニット４４の着脱方向に沿って略上下方向に配置されており、例えば下装飾カバー
４１の前壁４１ｂの内面側から後向き突出状に一体形成されている。着脱案内部８６は、
その操作ユニット装着部４５側（後側）の縁部に、例えばユニット着脱用開口部７６又は
その近傍から後ろ下がりの傾斜状に形成された第１案内部８６ａと、その第１案内部８６
ａの下端側から略上下方向に形成された第２案内部８６ｂとを備えており、操作ユニット
４４を装着する際には第１案内部８６ａにより操作ユニット装着部４５側に向けて後斜め
下向きに案内した後、第２案内部８６ｂにより操作ユニット装着部４５上の装着位置に向
けて下向きに案内するようになっている。
【００４６】
　なお着脱案内部８６には、演出ボタンカバー７７側の被固定部８１に対応する固定部８
７が一体に設けられており、この固定部８７に対して被固定部８１が前壁４１ｂの前側か
らねじ止めにより固定されている。
【００４７】
　操作ユニット４４は、図１２等に示すように、回転駆動手段９１の駆動により回転可能
な回転体（可動体）９２を有する可動演出手段９３と、演出ボタン４２と、演出ボタン４
２を振動させるための振動手段９４と、演出ボタン４２の上部側に配置される上部カバー
部材９５と、演出ボタン４２を所定方向に操作可能に支持する演出ボタンベース９０と、
それらを支持するベースフレーム９６とを備えている。
【００４８】
　可動演出手段９３は、図１２，図１３に示すように、回転体９２と、この回転体９２を
回転自在に支持する例えば一対の回転支持手段９７ａ，９７ｂと、内部発光基板９８と、
この内部発光基板９８を回転体９２内で支持する基板支持手段９９と、回転駆動手段９１
とを備えている。
【００４９】
　回転体９２は、中空状に形成された回転本体１００と、この回転本体１００の左右両側
に着脱自在に装着された回転軸受部材１０１ａ，１０１ｂとを備えている。回転本体１０
０は、複数の部材、例えば第１～第５部材１００ａ～１００ｅを組み合わせることにより
略球体状に形成されており、その略中心を通る左右方向の軸廻りに、所定角度ピッチ、例
えば９０度ピッチで複数、例えば３つの第１～第３装飾面１０２ａ～１０２ｃが形成され
ている。第１～第３装飾面１０２ａ～１０２ｃには、例えば夫々異なる装飾が施されると
共に、夫々の少なくとも一部が透光性の発光レンズ部となっている。なお、第１～第３装
飾面１０２ａ～１０２ｃは、第２装飾面１０２ｂが上向きのとき、第１装飾面１０２ａが
前向き、第３装飾面１０２ｃが後向きとなるように回転本体１００上に配置されている。
【００５０】
　回転軸受部材１０１ａ，１０１ｂは、略円筒状の軸受部１０３ａ，１０３ｂを備え、そ
れら軸受部１０３ａ，１０３ｂの中心軸が、回転本体１００の略中心を通る左右方向の回
転軸と一致するように、回転本体１００の左右両端部に着脱自在に固定されている。左右
の回転軸受部材１０１ａ，１０１ｂのうち、例えば右側の回転軸受部材１０１ｂには、軸
受部１０３ｂの外端側に被駆動ギア１０４とフォトセンサ用の被検出部１０５とが例えば
一体に設けられている。
【００５１】
　回転体９２の内側には、内部発光基板９８と基板ベース部材１０６とが配置されており
、この基板ベース部材１０６に回転支持手段９７ａ，９７ｂ、基板支持手段９９等が設け



(11) JP 2017-205673 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

られている。内部発光基板９８は、例えば略円形に形成され、その表裏両面に夫々一又は
複数のＬＥＤ（発光体）１０７が配置されており、皿形に形成された基板支持手段９９に
より回転体９２の略中央で略水平に支持されている。
【００５２】
　基板支持手段９９は、例えば非透光性（又は低透光性）で、その外周側が回転体９２の
内面に近接した状態で回転体９２内の略中央に配置され、内部発光基板９８と共に、回転
体９２内の空間を上下に略仕切っている。なお、基板支持手段９９の上側には、内部発光
基板９８の上面側を略覆う例えばドーム型の内レンズ１０８が配置され、基板支持手段９
９に対してねじ止め等により着脱自在に装着されている。
【００５３】
　また、基板支持手段９９の底壁９９ａ上には、例えば下向きに凹入する溝部１０９が例
えば底壁９９ａの略中心を通って左右方向に配置され、また溝部１０９よりも前側には、
内部発光基板９８の下面側に配置されたＬＥＤ１０７の光を基板支持手段９９の下側に導
くための例えば複数の導光用開口部１１０が設けられている。また、基板支持手段９９の
下面側には、回転体９２内の下部空間を前後に略仕切るための裏仕切部材１１１が例えば
一体に設けられている。
【００５４】
　回転支持手段９７ａ，９７ｂは、夫々基板支持手段９９の左右両端側から外向きに突出
しており、回転体９２の軸受部１０３ａ，１０３ｂ内に相対回転可能に挿通することによ
り、回転体９２を左右方向の軸廻りに回転自在に支持している。回転支持手段９７ａ，９
７ｂは、例えば略筒状（又は樋状）に形成されており、その内側が配線通路１１２ａ，１
１２ｂとなっている。内部発光基板９８から引き出された内部発光基板用ハーネス１１３
は、図１９に示すように例えば右側の配線通路１１２ｂを通って回転体９２の外側に引き
出されている。
【００５５】
　以上のような可動演出手段９３は、例えば左右の支持ベース部材１２１ａ，１２１ｂを
介してベースフレーム９６により支持されている。ベースフレーム９６は例えば板金製で
、図１２，図１４等に示すように、支持ベース部材１２１ａ，１２１ｂを夫々支持する左
右の側部支持部１２２ａ，１２２ｂと、これら側部支持部１２２ａ，１２２ｂをその下部
側で左右に連結する底壁部１２３とを一体に備えており、左右の側部支持部１２２ａ，１
２２ｂ間に、可動演出手段９３及び演出ボタン４２が配置されている。
【００５６】
　側部支持部１２２ａ，１２２ｂは、左右方向に互いに対向する支持ベース部材１２１ａ
，１２１ｂの背面側（左右方向の外側）に沿って配置される背面板１２４ａ，１２４ｂと
、この背面板１２４ａ，１２４ｂの前後両縁部から支持ベース部材１２１ａ，１２１ｂの
前後の側面に沿って突設される側面板１２５ａ，１２５ｂと、背面板１２４ａ，１２４ｂ
の下縁部から支持ベース部材１２１ａ，１２１ｂの底面に沿って例えば略水平に突設され
る底面板１２６ａ，１２６ｂとで構成されている。
【００５７】
　底壁部１２３は、その下側に配置される演出ボタンベース９０等を支持するためのもの
で、例えば左右方向の細長状に形成され、側部支持部１２２ａ，１２２ｂの下端部よりも
下側に略水平に配置されており、その左右両端部が、側部支持部１２２ａ，１２２ｂの底
面板１２６ａ，１２６ｂと夫々上下方向の連結部１２８により一体に連結されている。
【００５８】
　支持ベース部材１２１ａ，１２１ｂは、例えば樹脂製で、夫々ベースフレーム９６の側
部支持部１２２ａ，１２２ｂに装着され、例えば背面板１２４ａ，１２４ｂにねじ止め等
により固定されており、可動演出手段９３の回転支持手段９７ａ，９７ｂを支持する可動
体受け部１２９ａ，１２９ｂと、演出ボタンを所定方向（ここでは上下方向）に案内する
ボタンレール（案内手段）１３０ａ，１３０ｂとを一体に備えている。ボタンレール１３
０ａ，１３０ｂは、例えば支持ベース部材１２１ａ，１２１ｂから夫々左右方向の内側、
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即ち演出ボタン４２側に突出する前後一対の平行突条部により構成されている。
【００５９】
　回転駆動手段９１は例えばステッピングモータにより構成され、側部支持部１２２ｂの
外面側（右面側）に横向きに固定されており、その駆動軸に装着された駆動ギア９１ａ（
図１３）が回転体９２の被駆動ギア１０４に噛合している。これにより、回転駆動手段９
１の駆動力が回転体９２に伝達され、回転体９２は例えば正逆両方向に回転駆動される。
【００６０】
　なお回転体９２は、回転駆動手段９１の駆動により、例えば第２装飾面１０２ｂが上向
きとなる「チャンス位置」と、第３装飾面１０２ｃが上向きとなる「ラッキーパト位置」
と、第１装飾面１０２ａが上向きとなる「ハッピー位置」との何れかに切り換え可能であ
る。第３装飾面を構成する第３部材１００ｃは、例えば赤、青等の所定色に着色された略
半球状のレンズ部材で構成されており、第３装飾面１０２ｃが上向きとなる「ラッキーパ
ト位置」にある状態で回転体９２内のＬＥＤ１０７等が所定パターンで点滅を繰り返すこ
とにより、外からは回転灯が回っているように見える演出（回転灯演出）を行うことが可
能となっている。もちろん、チャンス位置、ラッキーパト位置、ハッピー位置以外での停
止を可能としてもよい。
【００６１】
　また、例えば右側の支持ベース部材１２１ｂには、図１４に示すように、回転体９２が
所定の原点位置を含む所定範囲内（又は原点位置）にあることを検出するフォトセンサ等
よりなる原点位置検出手段１３１ａと、回転体９２が所定の特定位置を含む特定範囲内（
又は特定位置）にあることを検出する同じくフォトセンサ等よりなる特定位置検出手段１
３１ｂとが配置されている。本実施形態では、「チャンス位置」を原点位置、「ラッキー
パト位置」を特定位置に設定している。
【００６２】
　またベースフレーム９６の左右一側、例えば右側には、操作ユニット中継基板（中継基
板）１３２が配置されている。この操作ユニット中継基板１３２は、操作ユニット４４上
の各種電子部品と演出制御基板１３３等との間の配線を中継するもので、例えばコネクタ
装着面１３２ａが右向きの状態で支持ベース部材１２１ｂの下側に配置され、中継基板取
付部材１３４を介して例えば側部支持部１２２ｂに着脱自在に固定されている。なお、操
作ユニット中継基板１３２と演出制御基板１３３との間には扉中継基板６５等が配置され
ており、操作ユニット中継基板１３２は本体側ハーネス７４により扉中継基板６５に接続
されている。
【００６３】
　操作ユニット中継基板１３２は、図１９等に示すように、ハーネス通路部材７５側のハ
ーネス挿通孔８０に対応する位置に配置されている。ハーネス挿通孔８０は、操作ユニッ
ト中継基板１３２のコネクタ装着面１３２ａに対向する側面開口部８０ａと、操作ユニッ
ト中継基板１３２の下側（操作ユニット４４の装着方向側）に対応する底面開口部８０ｂ
とで構成されている。
【００６４】
　操作ユニット中継基板１３２のコネクタ装着面１３２ａには、図１４，図２０等に示す
ように、本体側ハーネス７４を接続するための１つの外部接続コネクタ（ユニット側コネ
クタ）１３５と、操作ユニット４４上の各種電子部品、例えば内部発光基板９８、回転駆
動手段９１、原点位置検出手段１３１ａ、特定位置検出手段１３１ｂ等を夫々接続するた
めの複数の内部接続コネクタ１３６とが設けられている。例えば内部発光基板９８から引
き出された内部発光基板用ハーネス（ユニット側ハーネス）１１３は、回転駆動手段９１
、原点位置検出手段１３１ａ、特定位置検出手段１３１ｂ等からのハーネスと同様、図１
９に示すように内部接続コネクタ１３６に接続されている。
【００６５】
　このように、操作ユニット４４上の各種電子部品から夫々引き出された複数のユニット
側ハーネスが操作ユニット中継基板１３２で外部接続コネクタ１３５に集約され、その外
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部接続コネクタ１３５が、扉中継基板６５等を介して演出制御基板１３３等に繋がる本体
側ハーネス７４に接続されている。なお、外部接続コネクタ１３５に対する本体側ハーネ
ス７４の挿脱方向が、操作ユニット装着部４５に対する操作ユニット４４の着脱方向（こ
こでは略上下方向）と略同じとなるように、外部接続コネクタ１３５は例えば操作ユニッ
ト中継基板１３２の板面に沿って例えば下向きに設けられている。
【００６６】
　また回転体９２の下側には、図１２に示すように、上面側に反射面１３７ａを備えた反
射板１３７が配置され、ベースフレーム９６を構成する底壁部１２３の上面側に着脱自在
に固定されている。
【００６７】
　演出ボタン４２は、図１２等に示すように、ボタン本体部１４１と、そのボタン本体部
１４１の下端部に装着されるボタン下部カバー１４２及び下部補強板１４３と、振動手段
９４とを備え、例えばベースフレーム９６の下部に配置された演出ボタンベース９０に対
してバネ１４５により上向きに弾性付勢されている。
【００６８】
　ボタン本体部１４１は、上下方向の略筒状に形成された胴部１４６と、この胴部１４６
の上端側に配置され且つ遊技者が押下操作するための操作部１４７とを備え、その内側に
回転体９２を収容するように、ベースフレーム９６における左右の側部支持部１２２ａ，
１２２ｂ間に配置されている。このボタン本体部１４１は、無色透明又は有色透明の合成
樹脂により例えば一体に形成されており、外部から内部の回転体９２を視認可能となって
いる。胴部１４６は、回転体９２及び反射板１３７よりも若干大径の断面略円形に形成さ
れており、その左右両側部には、軸受部１０３ａ，１０３ｂ及びベースフレーム９６の底
面板１２６ａ，１２６ｂとの干渉を避けるためのスリット１４８ａ，１４８ｂが、下端部
から上向き凹入状に形成されている。
【００６９】
　また、胴部１４６上には、スリット１４８ａ，１４８ｂの縁部に沿って左右方向の外側
に突出する外縁突条部１４９ａ，１４９ｂが一体に形成され、その外縁突条部１４９ａ，
１４９ｂにおける前後の直線部分に、ボタンレール１３０ａ，１３０ｂが前後及び左右両
側から略摺接しており、これによって演出ボタンベース９０は上下方向に移動可能に支持
されている。
【００７０】
　操作部１４７は、例えば平面視略円形で、例えば胴部１４６よりも小径の筒状に形成さ
れた首部１４７ａの上端部を塞ぐように設けられている。胴部１４６の上端部には上側に
向けて縮小する肩部１４６ａが設けられており、その肩部１４６ａの上側に首部１４７ａ
が滑らかに連結されている。なお、操作部１４７は緩やかな膨出状に形成されると共に、
例えば演出ボタンカバー７７の傾斜に合わせて前側に若干傾いている。
【００７１】
　ボタン下部カバー１４２は、例えば合成樹脂によりボタン本体部１４１の下端部開口に
対応する水平な略板状に形成され、その略中央には底壁部１２３に対応する矩形状の開口
部１４２ａが設けられると共に、下面側の所定位置、例えば開口部１４２ａの前側には下
向き突出状の被検出部１５０が例えば一体に形成されている。
【００７２】
　下部補強板１４３は、例えば板金製で、ボタン下部カバー１４２の下面側に沿って配置
され、例えばボタン下部カバー１４２と共にねじ止め等によりボタン本体部１４１に固定
されている。この下部補強板１４３は、バネ１４５によって上向きに付勢されることによ
り、その上面側に設けられた緩衝部材１４３ｂにボタン下部カバー１４２の開口部１４２
ａを介して底壁部１２３の下面側が当接し、それによって演出ボタン４２が所定の非操作
位置に保持されるようになっている。なお、緩衝部材１４３ｂは例えばシリコンゴム等の
弾性材料により構成されており、例えば挿通孔１４３ａの左右両側に２個ずつ、計４個配
置されている。
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【００７３】
　下部補強板１４３の下面側には、複数、例えば４本のガイドピン１５１が下向きに突設
され、それらガイドピン１５１に夫々バネ１４５が装着されている。なお、ボタン下部カ
バー１４２側の被検出部１５０は、下部補強板１４３に設けられた開口部等を介して下部
補強板１４３の下側に突出している。
【００７４】
　また、下部補強板１４３には、例えば下面側後端部に振動手段９４が装着されている。
振動手段９４は、図１６，図１７等に示すように、駆動軸に偏心錘９４ａが装着されたモ
ータにより構成されており、例えば駆動軸が後向きとなり、偏心錘９４ａが下部補強板１
４３の後端側に位置するように配置されている。振動手段９４を作動させることにより、
演出ボタン４２を直接的に振動させることができる。
【００７５】
　演出ボタンベース９０は、例えば板金製で、図１５等に示すように、バネ１４５を介し
て演出ボタン４２を昇降可能に支持するベース板１５２ａ，１５２ｂと、操作検出手段１
５３等を支持するセンサ装着部１５４と、それらベース板１５２ａ，１５２ｂ、センサ装
着部１５４等をベースフレーム９６に対して所定位置で支持する支持部１５５とを一体に
備えている。
【００７６】
　支持部１５５は、ベースフレーム９６の底壁部１２３に沿って例えば矩形状に形成され
且つ底壁部１２３の下面に対してねじ止め等により固定される固定板１５５ａと、その固
定板１５５ａの縁部、例えば左右両縁部から下向きに突出する連結板１５５ｂとで構成さ
れており、左右の連結板１５５ｂの下縁側に例えば左右一対のベース板１５２ａ，１５２
ｂが一体に設けられている。なお、演出ボタン４２の下部補強板１４３には、支持部１５
５に対応する挿通孔１４３ａが形成されており、支持部１５５は、下部補強板１４３の下
側からその下部補強板１４３の挿通孔１４３ａ、ボタン下部カバー１４２の開口部１４２
ａを通過してベースフレーム９６の底壁部１２３に固定されている。
【００７７】
　ベース板１５２ａ，１５２ｂは、演出ボタン４２のガイドピン１５１の配置位置に対応
して支持部１５５の周囲の例えば左右両側に配置され、夫々底壁部１２３に対してその下
側に所定距離をおいて平行に支持されており、その上面側が演出ボタン４２の下部補強板
１４３の下面側と上下に対向している。ベース板１５２ａ，１５２ｂにはガイドピン１５
１に対応するピン挿通孔１５６が形成されており、各ガイドピン１５１は夫々ピン挿通孔
１５６を通過してベース板１５２ａ，１５２ｂの下側に突出している。
【００７８】
　なお、ガイドピン１５１に装着されているバネ１４５は、ピン挿通孔１５６よりも大径
のコイルバネで、上端側が演出ボタン４２の下部補強板１４３に、下端側がベース板１５
２ａ，１５２ｂに夫々当接しており、下部補強板１４３に対して演出ボタン４２を上向き
に弾性付勢している。
【００７９】
　ベース板１５２ａ，１５２ｂの下面側には、例えば樹脂製の昇降ガイド部材１５７が装
着されている。昇降ガイド部材１５７には、ピン挿通孔１５６に対応する上下方向のガイ
ド孔１５８が設けられており、これらのガイド孔１５８に、ピン挿通孔１５６を下向きに
通過したガイドピン１５１が遊嵌している。
【００８０】
　また、ベース板１５２ａ，１５２ｂの上面側には、シリコンゴム等の弾性材料よりなる
緩衝部材１５９が例えば複数装着されており、演出ボタン４２がバネ１４５の付勢力に抗
して下向きに押下操作されたときに下部補強板１４３の下面に当接することにより、衝撃
を和らげつつ演出ボタン４２を所定の操作位置で規制するようになっている。なお、緩衝
部材１５９は例えば当接面の形状及び大きさが下部補強板１４３側の緩衝部材１４３ｂと
同じであり、支持部１５５の周囲に例えば緩衝部材１４３ｂよりも多い６個配置されてい
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る。
【００８１】
　センサ装着部１５４は、例えば固定板１５５ａの前縁側から下向きに突設されており、
このセンサ装着部１５４の前側に、フォトセンサ等よりなる操作検出手段１５３がセンサ
装着部材１６１を介して固定されている。操作検出手段１５３は、演出ボタン４２が操作
されたことを検出するためのもので、演出ボタン４２が非操作位置（図１６に実線で示す
）にあるときには被検出部１５０を検出せず、演出ボタン４２が押下操作され、バネ１４
５の付勢力に抗して操作位置に達したときに（図１６に二点鎖線で示す）、演出ボタン４
２と共に降下してきた被検出部１５０を検出して操作検出信号を出力するようになってい
る。
【００８２】
　また、演出ボタンベース９０の下端部には、操作ユニット支持手段５２の支持板６７に
設けられたねじ挿通孔６７ｂに対応する固定脚部１６２ａ，１６２ｂと、同じく支持板６
７に設けられた位置決め孔６７ａに対応する位置決め突起１６３ａ，１６３ｂが設けられ
ている。固定脚部１６２ａ，１６２ｂは例えば演出ボタンベース９０に一体に設けられて
いる。また位置決め突起１６３ａ，１６３ｂは、演出ボタンベース９０に着脱自在に装着
される樹脂製の位置決め部材１６４等の下端部に、固定脚部１６２ａ，１６２ｂよりも下
側に突出するように一体に設けられている。
【００８３】
　なお、操作検出手段１５３、振動手段９４等から引き出されたハーネスは、回転駆動手
段９１、原点位置検出手段１３１ａ、特定位置検出手段１３１ｂ等からのハーネスと同様
、操作ユニット中継基板１３２の内部接続コネクタ１３６に接続されている。
【００８４】
　上部カバー部材９５は、図１２等に示すように、演出ボタン４２の上部側周辺部を保護
する環状カバー１６５と、演出ボタン４２の左右両側に配置される上部発光基板１６６ａ
，１６６ｂを支持する基板支持部１６７ａ，１６７ｂとを一体に備えている。環状カバー
１６５は、例えば円環状に形成されており、演出ボタン４２の首部１４７ａに上側から一
定の隙間を介して嵌め込まれ、肩部１４６ａの上側で左右の基板支持部１６７ａ，１６７
ｂにより支持されている。
【００８５】
　基板支持部１６７ａ，１６７ｂは、ベースフレーム９６を構成する左右の側部支持部１
２２ａ，１２２ｂの上側に夫々配置され、例えば支持ベース部材１２１ａ，１２１ｂに対
してねじ止め等により着脱自在に固定されている。基板支持部１６７ａ，１６７ｂの上側
には、夫々上部発光基板１６６ａ，１６６ｂが、例えばＬＥＤ１６８の配置面を略上向き
とした状態で装着されている。
【００８６】
　なお図１９に示すように、左右の上部発光基板１６６ａ，１６６ｂのうち、右側の上部
発光基板１６６ｂからのハーネス１６９ａはそのまま下側の操作ユニット中継基板１３２
の内部接続コネクタ１３６に接続されているが、左側の上部発光基板１６６ａからのハー
ネス１６９ｂは、演出ボタン４２及び回転体９２の内部を左から右に通過して、即ち左側
の配線通路１１２ａ、回転体９２内の溝部１０９、右側の配線通路１１２ｂを夫々通過し
て操作ユニット４４の右側に引き出され、操作ユニット中継基板１３２の内部接続コネク
タ１３６に接続されている。もちろん、ハーネス１６９を操作ユニット中継基板１３２に
直接接続するのではなく、右側の上部発光基板１６６ｂを介して接続してもよい。
【００８７】
　以上のような操作ユニット４４を操作ユニット装着部４５に装着する際には、右カバー
７９ａ及び演出ボタンカバー７７が取り外されて操作ユニット装着部４５が開放された状
態（図１１）で、ハーネス挿通孔８０から本体側ハーネス７４の本体側コネクタ７４ａを
操作ユニット装着部４５側に引き出し、図１８に矢印で示すように操作ユニット４４側の
外部接続コネクタ１３５に接続する。ここで、本体側ハーネス７４は、その長手方向所定
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部位をハーネス案内部（係止部）８９に係止した状態で、操作ユニット装着部４５に装着
されていない操作ユニット４４の外部接続コネクタ１３５に対して挿脱可能な位置まで引
き出し可能となっているため、遊技機本体１の前側から操作ユニット４４の着脱操作を容
易に行うことが可能である。
【００８８】
　その後、図１８に示すように操作ユニット４４を例えば前側に傾けつつ、その下部側を
着脱案内部８６の第１案内部８６ａに沿って後ろ斜め下向きに挿入し、更に操作ユニット
４４を略垂直に戻しつつ第２案内部８６ｂに沿って下向きに挿入する。このとき、本体側
ハーネス７４は外部接続コネクタ１３５の下側で徐々に弛んでいくが、図１９等に示すよ
うに外部接続コネクタ１３５の下側には底面開口部８０ｂが設けられているため、例えば
操作ユニット中継基板１３２とハーネス通路部材７５等との間に本体側ハーネス７４が挟
まるようなことなく操作ユニット４４をスムーズに装着できる。
【００８９】
　そして、図２１に示すように操作ユニット４４側の位置決め突起１６３ａ，１６３ｂが
支持板６７側の位置決め孔６７ａに嵌合し、操作ユニット４４は操作ユニット装着部４５
上の所定位置に位置決めされる。この状態で、支持板６７の下側からねじ挿通孔６７ｂを
経て固定脚部１６２ａ，１６２ｂに固定ねじ１７０をねじ込むことにより、操作ユニット
４４は操作ユニット支持手段５２に固定される。
【００９０】
　このとき、図１９に示すように操作ユニット中継基板１３２のコネクタ装着面１３２ａ
側にはハーネス通路部材７５側のハーネス挿通孔８０が対向した状態となり、図２０に示
すように本体側ハーネス７４はこのハーネス挿通孔８０を経てハーネス案内部８９により
略後向きに案内され、更に例えば扉ベース５１に沿って扉中継基板６５に接続されている
。このように、本体側ハーネス７４はハーネス案内部８９により、外部接続コネクタ１３
５に対する本体側ハーネス７４の挿脱方向（上下方向）と異なる方向（前後方向）に案内
されているため、例えば前扉８を開いて行うメンテナンス作業などで前扉８の裏側から本
体側ハーネス７４が引っ張られたとしても、外部接続コネクタ１３５との接続部分にかか
る負荷が抑制され、接触不良等を極力防止できる。
【００９１】
　また、操作ユニット４４に対する左右方向の一方側（左側）に上皿（球貯留手段）３８
を、他方側（右側）に外部接続コネクタ（ユニット側コネクタ）１３５を配置しているた
め、外部接続コネクタ１３５に接続される本体側ハーネス７４等の配線スペースの確保が
容易である。
【００９２】
　操作ユニット４４を操作ユニット装着部４５に装着・固定した後は、ユニット着脱用開
口部７６及び左開口部７８を塞ぐように操作ユニット４４の上側から演出ボタンカバー７
７及び左カバー７８ａを装着・固定し（図１０→図９）、続いて右開口部７９を塞ぐよう
に右カバー７９ａを装着・固定すれば（図９→図３）、操作ユニット４４の装着作業は完
了する。なお、操作ユニット４４の取り外しは取付手順の逆の手順で行えばよい。
【００９３】
　また、例えば遊技中の演出において振動手段９４を作動させると、それによって演出ボ
タン４２を振動させることができ、演出ボタン４２を操作手段としてだけでなく振動演出
手段として利用できる。また、振動手段９４を作動させると、その振動は演出ボタン４２
だけでなく、板金製の操作ユニット支持手段５２、下部補強板金５５を経て発射ハンドル
ユニット４７の発射ハンドル１７にも伝達される。ここで、発射ハンドル１７は演出ボタ
ン４２と異なり、遊技中の多くの時間、遊技者が触れているため、この発射ハンドル１７
への振動伝達を利用することで振動演出を多様化することが可能である。
【００９４】
　なお、振動手段９４から発射ハンドル１７への振動の伝達状況は、演出ボタン４２が押
下操作されているときと操作されていないときとで異なっている。即ち、演出ボタン４２
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が押下操作されているときには、演出ボタン４２側の下部補強板１４３が緩衝部材１５９
に当接し、この緩衝部材１５９、演出ボタンベース９０、ベースフレーム９６等を介して
発射ハンドル１７側に振動が伝達されるのに対し、演出ボタン４２が押下操作されていな
いときには、演出ボタン４２側の下部補強板１４３に設けられた緩衝部材１４３ｂがベー
スフレーム９６に当接し、この緩衝部材１４３ｂ、ベースフレーム９６等を介して発射ハ
ンドル１７側に振動が伝達される。ここで、本実施形態の緩衝部材１５９と緩衝部材１４
３ｂとは当接面の形状及び大きさが同じで個数が異なるため、振動手段９４が配置されて
いる演出ボタン４２側とベースフレーム９６側との接触面積は、演出ボタン４２が押下操
作されているときと操作されていないときとで異なり、それによって発射ハンドル１７へ
の振動の伝達状況も異なっている。
【００９５】
　図２２は本パチンコ機の制御系のブロック図である。図２２において、１８０は主制御
基板、１３３は演出制御基板で、これら各制御基板１８０，１３３は、遊技盤５に装着さ
れたセンターケース２２、その他の複数個の遊技部品を裏側から一括して覆う裏カバーの
裏側等、内枠４及び遊技盤５を含む遊技機本体１の裏側の適宜箇所に着脱自在に装着され
た基板ケースに夫々収納されている。
【００９６】
　主制御基板１８０は、遊技動作を統括的に制御するもので、ＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ等
により構成される普通乱数作成処理手段１８１、普通始動口チェック処理手段１８２、普
通乱数記憶手段１８３、普通図柄処理手段１８４、普通図柄表示制御手段１８５、普通利
益状態発生手段１８６、特別乱数作成処理手段１９１、特別始動口チェック処理手段１９
２、特別乱数記憶手段１９３、特別図柄処理手段１９４、特別図柄表示制御手段１９５、
特別利益状態発生手段１９６、特別遊技状態発生手段１９７、制御コマンド送信手段１９
８等を備えている。
【００９７】
　普通乱数作成処理手段１８１は、変動後の普通図柄を当たり態様とするか否かの判定に
用いる当たり判定乱数等を所定時間毎に繰り返し発生するように構成されている。普通始
動口チェック処理手段１８２は、普通図柄始動手段２３による遊技球の検出に基づく処理
を行うもので、普通図柄始動手段２３が遊技球を検出することに基づいて、普通乱数作成
処理手段１８１で作成された当たり判定乱数値等の普通乱数情報を１個取得し、その普通
乱数情報を予め定められた上限保留個数（例えば４個）を限度として先入れ先出し式の普
通乱数記憶手段１８３に記憶させるように構成されている。
【００９８】
　普通図柄処理手段１８４は、普通図柄の変動表示に関する処理を行うもので、普通図柄
表示手段２８が変動表示可能な状態となり且つ普通乱数記憶手段１８３に１個以上の普通
乱数情報が記憶されていること（普通保留個数が１以上であること）を条件に、普通乱数
記憶手段１８３に記憶されている普通乱数情報の待ち行列からその先頭の当たり判定乱数
値を取り出し、その当たり判定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致するか否かに
応じて当たり／外れの判定を行う当たり判定機能、当たり／外れの判定結果に基づいて普
通図柄の変動後の停止図柄の種類を選択する普通停止図柄選択機能、普通図柄の変動時間
を選択する変動時間選択機能等を備えている。
【００９９】
　普通図柄表示制御手段１８５は、普通図柄処理手段１８４による普通図柄処理に基づい
て普通図柄表示手段２８の表示制御を行うもので、普通図柄表示手段２８が変動表示可能
な状態となり且つ普通乱数記憶手段１８３に１個以上の普通乱数情報が記憶されているこ
と（普通保留個数が１以上であること）を条件に普通図柄表示手段２８による普通図柄の
変動を開始させ、普通図柄処理手段１８４で選択された変動時間が経過することに基づい
て、同じく普通図柄処理手段１８４で選択された停止図柄で普通図柄の変動を停止させる
ようになっている。
【０１００】
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　普通利益状態発生手段１８６は、普通図柄処理手段１８４による判定結果が当たりとな
ることに基づいて普通図柄表示手段２８の変動後の停止図柄が当たり態様となった場合に
、特別図柄始動手段２４を構成する下始動入賞手段２４ｂの開閉手段３４を例えば複数種
類の開閉パターンの何れかに従って開状態に変化させる普通利益状態を発生させるように
なっている。
【０１０１】
　特別乱数作成処理手段１９１は、変動後の特別図柄を大当たり態様、外れ態様の何れに
するかについての抽選に用いる大当たり判定乱数の他、変動後の特別図柄が大当たり態様
となる場合の停止図柄の選択に用いる大当たり図柄乱数、変動後の特別図柄が外れ態様と
なる場合の停止図柄の選択に用いる外れ図柄乱数、演出図柄の変動パターンの選択に用い
る変動パターン乱数、その他の所定の乱数を繰り返し発生する特別乱数作成処理を行うよ
うに構成されている。
【０１０２】
　特別始動口チェック処理手段１９２は、特別図柄始動手段２４への遊技球の入賞に基づ
く処理を行うもので、特別図柄始動手段２４が遊技球を検出すること、即ち始動入賞手段
２４ａ，２４ｂの何れかに遊技球が入賞することに基づいて、特別乱数作成処理手段１９
１で作成された大当たり判定乱数値、大当たり図柄乱数値等の特別乱数情報を１個取得し
、その特別乱数情報を予め定められた上限保留個数（例えば各４個）を限度として先入れ
先出し式の特別乱数記憶手段１９３に記憶させるように構成されている。
【０１０３】
　特別図柄処理手段１９４は、特別図柄の変動表示に関する処理を行うもので、特別図柄
表示手段２９が変動表示可能な状態となり且つ特別乱数記憶手段１９３に１個以上の特別
乱数情報が記憶されていること（特別保留個数が１以上であること）を条件に、特別乱数
記憶手段１９３に記憶されている特別乱数情報の待ち行列からその先頭の大当たり判定乱
数値を取り出し、その大当たり判定乱数値が予め定められた大当たり判定値と一致するか
否かに応じて大当たり／外れ（抽選結果）の判定を行う大当たり判定機能、大当たり／外
れの判定結果と、特別乱数記憶手段１９３に大当たり判定乱数値と共に記憶されている大
当たり図柄乱数値又は新たに取得された外れ図柄乱数値とに基づいて、特別図柄の変動後
の停止図柄を選択する特別停止図柄選択機能、大当たり／外れの判定結果と、新たに取得
された変動パターン乱数値とに基づいて演出図柄の変動パターンを選択する変動パターン
選択機能等を備えている。
【０１０４】
　特別図柄表示制御手段１９５は、特別図柄表示手段２９の表示制御を行うもので、特別
図柄処理手段１９４による特別図柄処理に基づいて、特別図柄表示手段２９による特別図
柄の変動を開始させると共に、選択された演出図柄の変動パターンに対応する変動時間が
経過することに基づいて所定の停止図柄で特別図柄の変動を停止させるようになっている
。
【０１０５】
　特別利益状態発生手段１９６は、特別利益状態を発生させるためのもので、特別図柄処
理手段１９４による大当たり／外れの判定結果（抽選結果）が大当たりとなることに基づ
いて特別図柄表示手段２９による特別図柄の変動後の停止図柄が大当たり態様となった場
合に、大入賞手段２５を所定の開放パターンに従って開放する特別利益状態を発生させる
ようになっている。本実施形態の開放パターンは、大入賞手段２５の開放から所定時間（
例えば２８秒）経過するか、それまでに所定個数（例えば９個）の遊技球が入賞すること
を条件に大入賞手段２５を閉鎖する動作を、所定ラウンド数（例えば１５ラウンド）繰り
返すように設定されているものとするが、複数種類の開放パターンを設け、例えば大当た
り図柄乱数値に基づいてそれらの何れかを選択するように構成してもよい。
【０１０６】
　特別遊技状態発生手段１９７は、特別利益状態終了後に遊技者に有利な特別遊技状態を
発生させるためのもので、例えば特別乱数記憶手段１９３に記憶された大当たり判定乱数
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値が大当たり判定値と一致した場合の大当たり図柄乱数値に応じて、時短状態と確変状態
との何れかの特別遊技状態を発生させるように構成されている。
【０１０７】
　時短状態中は、特別図柄に関して特別図柄表示手段２９の変動時間が通常変動時間より
も短い短縮変動時間に切り換えられる他、普通図柄に関して、当たり確率が通常確率（例
えば１／１０）から高確率（例えば１／１．３）へ、変動時間が通常変動時間（例えば２
７秒）から短縮変動時間（例えば２．７秒）へ、下始動入賞手段２４ｂの開閉パターンが
通常開閉パターン（例えば０．２秒×１回開放）から特別開閉パターン（例えば２秒×３
回開放）へ、夫々切り換えられるようになっている。なお、時短状態は例えば特別利益状
態の終了後に発生し、次の特別利益状態が発生するか、それまでに特別図柄が所定回数（
例えば５０回）変動した時点で終了する。
【０１０８】
　確変状態中は、それ以外の通常確率状態中よりも大当たり判定値の数が例えば１個から
１０個へ増加されることにより、特別図柄が大当たり態様となる確率が通常確率（例えば
１／３５０）よりも高い高確率（例えば１／３５）に切り換えられると共に、例えば時短
状態と同様の処理も併せて行われるようになっている。なお、確変状態は例えば特別利益
状態の終了後に発生し、次の特別利益状態が発生した時点で終了する。
【０１０９】
　制御コマンド送信手段１９８は、所定の制御コマンドを一方向通信により演出制御基板
１３３等のサブ制御基板に送信して制御指令を与えるためのもので、特別図柄処理手段１
９４による特別図柄処理に基づいて、特別図柄の変動開始時に、特別保留個数の減少を指
定する保留減少コマンド、演出図柄の変動パターンを指定する変動パターンコマンド、特
別図柄の停止図柄を指定する図柄指定コマンドをこの順序で演出制御基板１３３側に送信
し、特別図柄の変動終了時に演出図柄の変動停止を指示する変動停止コマンドを演出制御
基板１３３側に送信する機能、特別保留個数が増加したときに特別保留個数の増加を指定
する保留増加コマンドを演出制御基板１３３側に送信する機能、特別遊技状態発生手段１
９７による特別遊技状態の発生時及び終了時にその特別遊技状態に応じて特別遊技状態発
生コマンド、特別遊技状態終了コマンド等を演出制御基板１３３側に送信する機能等を備
えている。
【０１１０】
　演出制御基板１３３は、スピーカ３６ａ，３６ｂ等の音声出力手段２０１、操作ユニッ
ト４４のＬＥＤ１０７，１６８を含む電飾手段２０２、画像表示手段２７、振動手段９４
等の各種演出手段を制御するためのもので、演出図柄制御手段２０３、特別保留個数表示
制御手段２０４、予告演出制御手段２０５等を備えている。
【０１１１】
　演出図柄制御手段２０３は、演出図柄表示手段３１の表示制御及びそれに伴う音声出力
手段２０１、電飾手段２０２等の制御を行うもので、主制御基板１８０から変動パターン
コマンドを受信した場合に、指定された変動パターンに基づいて演出図柄表示手段３１に
よる演出図柄の変動及びそれに伴う音声出力、電飾発光等を開始させると共に、変動停止
コマンドを受信したときに、図柄指定コマンドと変動パターンコマンドとに基づいて選択
された停止図柄で演出図柄の変動を停止させ、またそれに伴う音声出力、電飾発光等を停
止させるようになっている。
【０１１２】
　特別保留個数表示制御手段２０４は、特別保留個数表示手段３２の表示制御を行うもの
で、特別図柄始動手段２４により新たに遊技球が検出され、主制御基板１８０から保留増
加コマンドを受信したときに、その保留増加コマンドに基づいて、画像表示手段２７の表
示画面２７ａ上の所定位置に特別保留個数分の保留表示画像Ｘを表示し（図２）、例えば
主制御基板１８０から保留減少コマンドを受信することに基づいて、表示中の保留表示画
像Ｘの数を１個減少させて前側にシフトさせるように構成されている。
【０１１３】
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　予告演出制御手段２０５は、特別利益状態の発生等に関する予告演出を制御するもので
、予告演出抽選手段２０５ａ、予告演出実行手段２０５ｂ等を備えている。本実施形態で
は、遊技者に演出ボタン４２の押下操作を要求する「ボタン演出」、操作ユニット４４の
振動手段９４を作動させる「振動演出」、それらボタン演出と振動演出とを組み合わせた
「ボタン振動演出」等の複数種類の予告演出を実行可能である。
【０１１４】
　予告演出抽選手段２０５ａは、実行する予告演出を抽選により決定するためのもので、
例えば演出図柄の変動開始毎に抽選を行うようになっている。なお、１回の演出図柄変動
中に複数の予告演出を実行可能としてもよいし、もちろん予告演出を実行しない場合があ
ってもよい。
【０１１５】
　予告演出実行手段２０５ｂは、予告演出抽選手段２０５ａによる抽選結果に基づいて例
えば演出図柄の変動中に予告演出を実行するためのもので、予告演出抽選手段２０５ａで
選択された予告演出に対応する演出シナリオデータ（図示省略）に基づいて、画像表示手
段２７、音声出力手段２０１、電飾手段２０２、振動手段９４等の各種演出手段を制御す
るようになっている。
【０１１６】
　図２３は、「振動演出」で用いられる振動パターンの一例を示したものである。本実施
形態の振動演出は、例えばリーチ変動パターンによる演出図柄変動中で且つリーチ成立後
のリーチ演出中に実行可能であり、例えば大当たり態様となる信頼度に応じて、振動パタ
ーンＡ１～Ａ４の何れかに従って振動手段９４が作動するようになっている。振動パター
ンＡ１～Ａ４は、夫々振動時間が異なっており、最も信頼度の高い振動パターンＡ１が最
も振動時間が長く（例えば３ｓ）、最も信頼度の低い振動パターンＡ４は例えば振動時間
が０ｓ（振動しない）に設定されている。
【０１１７】
　また、この振動演出は遊技者が演出ボタン４２に触れていることを前提に行われるもの
ではないため、多くの場合、遊技者は演出ボタン４２を介してではなく、発射ハンドル１
７を介して振動を認識すると考えられる。そこで、本実施形態の振動演出では、振動パタ
ーンＡ１～Ａ４による振動が開始される前に、その振動開始のタイミングを報知するため
のカウントダウン演出を行うようになっている。このカウントダウン演出により、遊技者
は発射ハンドル１７が振動する（可能性のある）タイミングを事前に知ることができるた
め、例えば振動によるハンドル操作への悪影響を考慮して発射操作を一時的に停止するな
ど、遊技者は必要に応じて発射ハンドル１７の振動に対する準備を行うことが可能である
。
【０１１８】
　本実施形態のカウントダウン演出は、図２３に示すように、カウントダウン表示手段３
３ｂにより、例えば画像表示手段２７に、振動開始前の所定期間（例えば３秒間）、振動
開始までの秒数をカウントダウン表示するようになっている。もちろん、音声やランプ等
による演出を並行して行ってもよいし、画像表示手段２７への画像表示を行うことなく音
声等によるカウントダウン報知を行ってもよい。
【０１１９】
　また図２４は、「ボタン振動演出」で用いられる振動パターンの一例を示したものであ
る。本実施形態のボタン振動演出は、例えばリーチ変動パターンによる演出図柄変動中で
且つリーチ成立後のリーチ演出中に実行可能であり、所定の操作有効期間中に演出ボタン
４２が操作された場合に、画像表示手段２７に例えば大当たり態様となる信頼度に応じた
操作時演出画像が表示されると共に振動パターンＢ１による振動が発生し、操作有効期間
中に演出ボタン４２が操作されなかった場合には、例えば操作時演出画像は表示されず、
振動パターンＢ２による振動が発生するようになっている。また操作有効期間中には、遊
技者に演出ボタン４２の押下操作を促すための操作誘導報知を行うようになっている。操
作誘導報知は、例えば操作誘導表示手段３３ａによる画像表示手段２７への画像表示によ
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り行われる。
【０１２０】
　ここで、演出ボタン４２が操作された場合（即ち遊技者が演出ボタン４２に触れている
場合）に用いられる振動パターンＢ１と、演出ボタン４２が操作されなかった場合（即ち
遊技者が演出ボタン４２に触れていない可能性が高い場合）に用いられる振動パターンＢ
２とは、例えば振動時間が異なっている。即ち、振動パターン（長振動パターン）Ｂ１の
振動時間は例えば５秒で、例えば演出ボタン４２が押下された時点で開始されるのに対し
、振動パターン（短振動パターン）Ｂ２の振動時間は振動パターンＢ１よりも短い例えば
１秒で、例えば操作有効期間が終了した時点で開始される。
【０１２１】
　このように、本実施形態のボタン振動演出では、遊技者が演出ボタン４２を操作したと
きと操作していないときとで用いられる振動パターンが異なっており、遊技者が演出ボタ
ン４２を操作していないときに用いられる振動パターンＢ２の振動時間は、遊技者が演出
ボタン４２を操作したときに用いられる振動パターンＢ１の振動時間よりも短くなってい
る。なお、例えば長振動パターンよりも短振動パターンの方が振動時間が短ければよく、
例えば１秒×３回振動等、短時間振動を繰り返す振動パターンを設けてもよい。
【０１２２】
　また、以上の振動演出及びボタン振動演出のように、振動手段９４による振動はリーチ
演出中に発生させることが望ましい。リーチ演出中は遊技者が遊技球の発射を停止するケ
ースが多いため、振動手段９４による振動が発射ハンドル１７に伝わったとしても、その
振動が発射操作に悪影響を与える可能性が比較的低いと考えられる。また、振動パターン
Ｂ１，Ｂ２の少なくとも一方を複数種類設け、例えば大当たり態様となる信頼度等に応じ
て選択するようにしてもよい。
【０１２３】
　図２５及び図２６は本発明の第２の実施形態を例示し、第１の実施形態を一部変更して
、操作ユニット支持手段５２と発射ハンドルユニット４７とを共に扉ベース５１に固定し
た例を示している。以下、第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【０１２４】
　本実施形態の扉ベース５１には、図２５に示すように、操作ユニット支持手段５２側の
ねじ止め部６８ｂ，６９ｂに対応するねじ挿通孔２２１が設けられており、操作ユニット
支持手段５２は、扉ベース５１の後側からねじ挿通孔２２１を介してねじ止め部６８ｂ，
６９ｂに固定ねじ７３をねじ込むことによって扉ベース５１に対して着脱自在に固定され
ている。なお下部補強板金５５には、固定ねじ７３が通過可能なねじ通過孔２２２がねじ
挿通孔２２１に対応して設けられ、図２６に示すように、固定ねじ７３は下部補強板金５
５の後側からねじ通過孔２２２を通過してねじ挿通孔２２１に挿通されるようになってお
り、操作ユニット支持手段５２は下部補強板金５５に対して直接的には固定されていない
。
【０１２５】
　また、扉ベース５１の発射ハンドル支持部６３は、筒状部６３ｂの後端側を略塞ぐよう
に発射ハンドル固定部２２３を一体に備えている。この発射ハンドル固定部２２３には、
発射ハンドルユニット４７側のねじ止め基部４８に対応するねじ挿通孔２２４が設けられ
ており、発射ハンドルユニット４７は、扉ベース５１の後側からねじ挿通孔２２４を介し
てねじ止め基部４８に固定ねじ６６をねじ込むことによって扉ベース５１に対して着脱自
在に固定されている。なお、下部補強板金５５には発射ハンドル支持部６３の後側に対応
して切欠部２２５が設けられており、発射ハンドルユニット４７は下部補強板金５５に対
して直接的には固定されていない。
【０１２６】
　このように、操作ユニット支持手段（第１振動伝達手段）５２と発射ハンドルユニット
４７とは共に扉ベース（第２振動伝達手段）５１に固定されているため、操作ユニット４
４の振動手段９４で発生した振動は、操作ユニット支持手段５２、扉ベース５１を経て発
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射ハンドルユニット４７に伝達される。
【０１２７】
　また、操作ユニット支持手段５２は、例えばその第２固定板（延設部）６９が、扉ベー
ス５１に沿って発射ハンドル支持部６３の近傍まで延設されている。これにより、操作ユ
ニット４４の振動手段９４で発生した振動は、板金製の操作ユニット支持手段５２によっ
て発射ハンドルユニット４７の近傍まで効率的に伝達されるため、樹脂製の扉ベース５１
を第２振動伝達手段としているにも拘わらず、板金製の下部補強板金５５を第２振動伝達
手段としている第１の実施形態と同様、発射ハンドル１７を強く振動させることができる
。
【０１２８】
　図２７は本発明の第３の実施形態を例示し、第１の実施形態を一部変更して、操作ユニ
ット支持手段５２を操作ユニット４４側に設けた例を示している。本実施形態は、操作ユ
ニット支持手段５２を操作ユニット４４側に予め設けた点以外は第１の実施形態と共通で
ある。
【０１２９】
　本実施形態では、操作ユニット支持手段５２が予め操作ユニット４４側に装着されてい
るため、操作ユニット４４を装着する際には、図２７（ａ）に示すように操作ユニット４
４をユニット着脱用開口部７６を介して操作ユニット装着部４５に嵌め込んだ後、図２７
（ｂ）に示すように操作ユニット支持手段５２を下部補強板金５５に対して第１の実施形
態と同様の方法で固定する。
【０１３０】
　このように、操作ユニット支持手段（第１振動伝達手段）５２を操作ユニット４４側に
設け、操作ユニット４４を着脱する際には操作ユニット支持手段（第１振動伝達手段）５
２と下部補強板金（第２振動伝達手段）５５との間で固定又は固定解除を行うようにして
もよい。
【０１３１】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこの実施形態に限定されるもの
ではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば、実施形態
では、振動手段９４を操作ユニット４４の固定側（ベースフレーム９６等）と可動側（演
出ボタン４２）とにおける可動側に配置したが、操作ユニット４４の固定側に振動手段９
４を配置し、その振動を可動側に伝達するように構成してもよい。
【０１３２】
　実施形態では、緩衝部材１５９と緩衝部材１４３ｂとの個数を異ならせることにより、
演出ボタン４２の操作時と非操作時とで操作ユニット４４における固定側と可動側との当
接箇所数を異ならせたが、例えば当接箇所数に拘わらず当接面積を異ならせることにより
、演出ボタン４２の操作時と非操作時とで振動の伝達状況を異ならせるようにしてもよい
。また、実施形態では演出ボタン４２の操作時の方が非操作時よりも操作ユニット４４に
おける固定側と可動側との当接箇所数を多く（当接面積を大きく）したが、演出ボタン４
２の操作時の方が非操作時よりも操作ユニット４４における固定側と可動側との当接箇所
数を少なく（当接面積を小さく）してもよい。
【０１３３】
　実施形態では、操作ユニット４４を操作ユニット装着部４５に対して上下方向に着脱す
るように構成した例を示したが、その他の方向、例えば前後方向に着脱するように構成し
てもよい。例えば操作ユニット４４を操作ユニット装着部４５に対して後向きに装着する
場合、外部接続コネクタ１３５はそれと略同じ後向きに配置し、またハーネス案内部８９
は、本体側ハーネス７４を外部接続コネクタ１３５に対する挿脱方向（前後方向）とは異
なる向き、例えば上下方向に案内するように設けることが望ましい。
【０１３４】
　操作ユニット４４の操作手段は押しボタンに限られるものではなく、例えば回転ハンド
ル、ジョイスティック、トラックボール等、どのようなものでもよい。
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【０１３５】
　図２４に示す例では、操作手段４２が操作された場合と操作されなかった場合とで振動
手段９４による振動パターンを異ならせたが、例えば操作手段４２の操作を促す操作誘導
報知を行った上で振動手段９４を作動させる場合と、操作誘導報知を行うことなく振動手
段９４を作動させる場合とで例えば図２４と同様に振動パターンを異ならせてもよい。
【０１３６】
　操作ユニット４４の換装時にハーネスの接続が正しくなされないまま遊技が開始された
場合には、演出ボタン４２の操作が検出されず、また振動手段９４が作動しないなど、操
作ユニット４４を正常に作動させることができない。そこで、操作ユニット４４の断線（
未接続）を検知し、画像表示手段２７等により操作ユニット４４が正しく接続されていな
い旨の報知を行うようにしてもよい。
【０１３７】
　発射ハンドルユニット４７に何かしらの演出装置（押下ボタン、エアー噴出孔など）が
備えられている場合に、該演出装置の作動に合わせて、操作ユニット４４側の振動手段９
４を作動させるようにしてもよい。この場合に、振動手段９４の作動の有無により、大当
たり期待度や確変状態となる期待度などを示すようにしてもよい。
【０１３８】
　振動手段９４の作動時に、所定の発光手段により発光演出を実行するようにしてもよい
。これにより、遊技者に対して、振動手段９４が作動していることを触感的だけでなく視
覚的にも伝達することができる。その発光手段は、発射ハンドルユニット４７又はその近
傍に設けてもよい。
【０１３９】
　電源投入時に演出装置のイニシャライズ（動作確認）を行う場合に、操作ユニット４４
の振動手段９４や回転体９２の動作確認を同時並行的に実行するようにしてもよい。これ
により、イニシャライズに要する時間を短縮することができると共に、共通のユニットに
搭載された演出装置の動作を同時期に確認することができるので、別々のタイミングで実
行される場合に比べて確認作業が容易になる。
【０１４０】
　また、遊技盤側に搭載された可動体と枠側に搭載された可動体とがある場合のイニシャ
ライズ動作については、遊技盤側の可動体のイニシャライズが終了してから枠側の可動体
のイニシャライズを開始するようにしてもよい。またその逆でもよい。更に、遊技盤側の
可動体のイニシャライズがある程度終了した時点で、枠側の可動体のイニシャライズを開
始するようにしてもよい。このようにすることで、同時期に複数の可動体を動作させて使
用電流限界値をオーバーしてしまうことを防止することができる。
【０１４１】
　操作ユニット４４の装着時にはアクセス不可能な位置（例えば図１９のハーネス通路部
材７５付近）に操作ユニット４４の組み立てに必要なねじ及びねじ止め部を配置するよう
にしてもよい。これにより、操作ユニット４４を引き出した場合にだけ、このねじにアク
セス可能となり、操作ユニット４４を取り外さなければ操作ユニット４４の解体や操作ユ
ニット４４内部へのアクセスができないようにすることができる。
【０１４２】
　電源投入時に演出装置のイニシャライズ（動作確認）を行う場合に、操作ユニット４４
の振動手段９４や回転体９２の動作確認を、ボタン操作によりメニュー画面の操作が有効
となるまでに終了させるようにしてもよい。これにより、メニュー画面の操作時に、イニ
シャライズによってボタンが振動し或いは回転体９２が動作することがなく、遊技者のボ
タン操作に悪影響を与えてしまうことを防止することができる。
【０１４３】
　また本発明は、アレンジボール機、雀球遊技機等の各種弾球遊技機の他、スロットマシ
ン等の弾球遊技機以外の遊技機においても同様に実施することが可能である。
【符号の説明】
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【０１４４】
　　１　　遊技機本体
　４２　　演出ボタン（操作手段）
　４４　　操作ユニット
　４５　　操作ユニット装着部
　７４　　本体側ハーネス
　８９　　ハーネス案内部
　９１　　回転駆動手段（電子部品）
　９４　　振動手段（電子部品）
　９８　　内部発光基板（電子部品）
１３１ａ　原点位置検出手段（電子部品）
１３１ｂ　特定位置検出手段（電子部品）
１３２　　操作ユニット中継基板（中継基板）
１３５　　外部接続コネクタ（ユニット側コネクタ）
１５３　　操作検出手段（検出スイッチ）
１６６ａ　上部発光基板（電子部品）
１６６ｂ　上部発光基板（電子部品）

【図１】 【図２】
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